
一次試験

（共通１次化）

●科目合格制導入
●科目の見直し等
（８科目→７科目）

二次試験 実務・実務補習
(期間１５日以上)
①実務補習の実
施方法の充実
（実務先企業数の
増等）
②実務要件範
囲の見直し

登録養成課程の創設

①機構が行う養成課程と同等の内容で実施。
②登録機関としての登録基準を満たした民間
機関等

登

録

更

新

登

録

知識の補充要件

実務の従事要件

５年間で５回以上受講

①５年間で９日以上
→３０日以上の診断等
②実務範囲の見直し

申請

更新登録要件（５年間）

申請

実
務
を
再
開

実務再開要件

知識の補充

実務又は実務補習

実務再開に必要な知識補充

直近３カ年間で１５日以上

休止申請から１５年以内

【従来のスキーム】 （～平成１８年３月）

一次試験 二次試験

筆記試験 口述試験

実
務
・実
務
補
習

（１
５
日
間
）

中小企業大学校診断士養成課程（１年間研修）

国家試験の科目範囲の知識付与と実務能力付与

登

録

更

新

登

録

要

件

知識の補充要件

５年間で５回以上受講

実務の維持要件

５年間で９日（点）以上診断
・助言業務等

申請
５
年
間

更

新

登

録

（８科目）
一発受験

総
合
実
習

【改正後のスキーム】（平成１８年４月～）

（更新登録特例措置の整備）

養成課程

①受講対象者を国家試験１次試験 合格者
②実務能力付与型カリキュラムに変更
③弾力的な養成課程の実施
（修業年限を削除し、時間単位制に変更）

筆記試験

口述試験

中小企業診断士制度スキーム新旧比較（参 考）



中小企業診断士試験
（１次・２次試験）

中小企業支援法第１２条（試験の実施は経
済産業大臣又は適当な公益法人）→現在、
（社）中小企業診断協会を指定し、実施。

合格

中小企業に対する経営

診断業務（１５日以上）

経済産業大臣が登録する実務
補習機関（※１）又は機構、都道
府県センターが行う実務補習

（１５日以上）

申請

経済産業大臣が登録

官報に氏名及び登録番号を公示、
本人には中小企業診断士登録証を交付。

中小企業大学校の中小企業診断士養成課程

又は

※１ H18.4.1現在登録機関
（社）中小企業診断協会

新規登録

１．中小企業診断士制度（H18.4.1~）の概要

有効期間（５年間）

（５年間で３０点以上獲得）
①中小企業者に対する経営診断・助言業務（１日１点）
②実務補習又は機構、都道府県等中小企業支援センターのインターン
シップ（１日１点）
③実務補習の実務指導、養成課程又は登録養成課程の実習の指導

更
新
要
件

知識の補充要件

実務の従事要件

（５年間で５回以上受講等）
①経済産業大臣が登録する研修機関（※２）が行う理論政策更新研修（４ｈ）
②中小企業大学校が行う支援人材向け研修
③論文審査
④①又は②の研修の指導（講師）

申請

登録更新

※２ H18.4.1現在登録機関
（社）中小企業診断協会
（株）実践クオリティシステムズ

更新登録

経済産業大臣が登録する登録養成機関が行う
登録養成課程

１次試験合格者

又は

有効期間内に
休止の申請

経済産業大臣が登録簿に記載し、
申請日から１５年を限度に診断の
実務に従事することを休止

更新登録の特例

今回の事案関連



２．中小企業診断士養成課程（H18.4.1~）の概要

•中小企業診断士となるのに必要な学識を応用
能力の修得（経営戦略など中小企業の個別経営
課題に対する診断・助言能力の修得を目指す）

グループ
形式

（１０人以下）

・国家試験第１次試験合格者
（前年度又は当年度合格した者）

経営診断Ⅰ

（受講資格）

【制度改正のポイント】

国家試験と同等以上の能力を有することの担保と客観化＆養成する者の実務能力の向上を目指す。

①受講資格：国家試験第１次試験合格者

②実務能力付与重視型養成課程に変更 等

（養成科目） •演習 ２４６時間以上
•実習 １２０時間以上
（２企業以上）

•経営診断Ⅰで習得した能力を活用し、診断士と
して必要な実務能力の修得（中小企業を全社的
な視点に立った経営課題に対する診断・助言の
実務能力の修得を目指す）

グループ
形式

（８人以下）
経営診断Ⅱ

•演習 ８４時間以上
•実習 １９２時間以上
（３企業以上）

・修業年限に制限なし。時間単位制。（従来は、修業年限１年）
・能力の修得水準については、学識経験者の意見を聴き作成した基準により審査
・演習、実習を担当する者の要件と実習での報告会の実施

（その他基準）

中小企業基盤整備機構が行う養成課程と同等の内容で実施する等、一定の登録基準を満たし、経済産業大臣に
申請し、登録されることで、民間の機関での実施が可能となった。

登録養成課程（平成１８年４月より創設）

中小企業基盤整備機構が行う養成課程


